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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光波長が２００～３５０ｎｍのIII族窒化物半導体発光素子において、
　ｎ型III族窒化物半導体層と、障壁層および前記障壁層のバンドギャップの小さい井戸
層をこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数である）積層してなるIII族窒化物半導体
発光層と、ＡｌＮガイド層と、電子ブロック層と、ｐ型III族窒化物半導体層とをこの順
に有し、
　前記ＡｌＮガイド層の厚さが０．５ｎｍ以上２．０ｎｍ以下であり、
　前記電子ブロック層がｐ型のＡｌzＧａ1-zＮ（0.50≦ｚ≦0.80）であり、
　前記障壁層がｎ型のＡｌbＧａ1-bＮ（ｚ＋0.01≦ｂ≦0.95）であること
を特徴とするIII族窒化物半導体発光素子。
【請求項２】
　前記障壁層のＡｌ組成比（ｂ）が、b≦z+0.20である、請求項１に記載のIII族窒化物半
導体発光素子。
【請求項３】
　前記III族窒化物半導体発光層における前記Ｎ層目の井戸層と、前記ＡｌＮガイド層と
が接する、または、
　前記III族窒化物半導体発光層における前記Ｎ層目の井戸層と、前記ＡｌＮガイド層と
の間に、Ａｌ組成比が前記障壁層以上前記ＡｌＮガイド層未満のファイナルバリア層を有
し、該ファイナルバリア層の厚みが１．５ｎｍ以下である、請求項１または２に記載のII
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I族窒化物半導体発光素子。
【請求項４】
　発光波長が２００～３５０ｎｍのIII族窒化物半導体発光素子の製造方法であって、
　ｎ型III族窒化物半導体層を形成する第１工程と、
　前記ｎ型III族窒化物半導体層上に障壁層および該障壁層のバンドギャップの小さい井
戸層をこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数である）積層してIII族窒化物半導体発
光層を形成する第２工程と、
　前記III族窒化物半導体発光層上に厚さ０．５ｎｍ以上２．０ｎｍ以下のＡｌＮガイド
層を形成する第３工程と、
　前記ＡｌＮガイド層上に電子ブロック層を形成する第４工程と、
　前記電子ブロック層上にｐ型半導体層を形成する第５工程と、を含み、
　前記電子ブロック層をｐ型のＡｌzＧａ1-zＮ（0.50≦ｚ≦0.80）とし、
　前記障壁層をｎ型のＡｌbＧａ1-bＮ（z+0.01≦b≦0.95）とすること
を特徴とするIII族窒化物半導体発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、III族窒化物半導体発光素子およびその製造方法に関し、特に、優れた発光
出力を共に有するIII族窒化物半導体発光素子およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ等のIII族元素とＮとの化合物からなるIII族窒化物半導体は、
青色光から深紫外光の発光素子の材料として用いられている。中でも、高Ａｌ組成比のＡ
ｌＧａＮからなるIII族窒化物半導体は、発光波長２００～３５０ｎｍの深紫外光発光素
子（ＤＵＶ－ＬＥＤ）に用いられている。
【０００３】
　一般に、III族窒化物半導体を用いた深紫外光発光素子の発光効率は極めて低く、高出
力化の実現は困難と言われてきたが、小型かつ高出力な深紫外発光素子を実現するために
、内部量子効率の向上のほか高い光取出効率や低抵抗特性などを実現するための試みが種
々行われてきた。
【０００４】
　こうした深紫外発光層として、ｎ型半導体層３、障壁層４ｂおよび井戸層４ｗを交互に
積層してなる発光層４、電子ブロック層６およびｐ型半導体層７をこの順に有するIII族
窒化物半導体発光素子１が知られている。このIII族窒化物半導体発光素子１のバンド構
造の一部を図１Ａに示す。図１Ａに示されているように、電子ブロック層６のＡｌ組成比
を障壁層４ｂのＡｌ組成比よりも高くすることが従来では一般的であった。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、発光波長が２００～３５０nmである窒化物半導体発光素子に
おいて、発光層の障壁層のAl組成比（ａ）に対し、ｐ型クラッド層のAl組成比（ｂ）を０
．１＜ｂ－ａ≦０．４５とし、電子ブロック層のAl組成比（ｃ）を０．１１≦ｃ－ａ≦０
．９８とすることが開示されている。特許文献１によれば、こうしたＡｌ組成比の関係と
することで、窒化物半導体発光素子の発光出力を増大できる。
【０００６】
　また、本願出願人は特許文献２において、上記したIII族窒化物半導体発光素子１の発
光層４と電子ブロック層６との間に所定厚さのＡｌＮガイド層５を設けることで、素子の
信頼性および発光出力が高められるIII族窒化物半導体発光素子１’を提案している（図
１Ｂのバンド構造を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２０１４－２４１３９７号公報
【特許文献２】特開２０１７－３４０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　深紫外光発光素子（ＤＵＶ－ＬＥＤ）の発光出力の向上は近年ますます希求されており
、更なる改善が望まれる。
【０００９】
　そこで本発明は、優れた発光出力を有するIII族窒化物半導体発光素子およびその製造
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上掲の特許文献２のように、発光層４と電子ブロック層６の間にＡｌＮ
ガイド層５を設けた場合における発光出力の増大手法について鋭意検討した。そして、こ
のＡｌＮガイド層５を設ける場合には、障壁層と電子ブロック層との間のＡｌ組成比の一
般的な関係（［障壁層のＡｌ組成比］＜［電子ブロック層のＡｌ組成比］）に反して、障
壁層のＡｌ組成比を電子ブロックのそれよりもあえて大きくした場合に、優れた発光出力
が得られることを知見し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明の要旨構成は以下の通りである。
（１）発光波長が２００～３５０ｎｍのIII族窒化物半導体発光素子において、
　ｎ型III族窒化物半導体層と、障壁層および前記障壁層のバンドギャップの小さい井戸
層をこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数である）積層してなるIII族窒化物半導体
発光層と、ＡｌＮガイド層と、電子ブロック層と、ｐ型III族窒化物半導体層とをこの順
に有し、
　前記電子ブロック層がｐ型のＡｌzＧａ1-zＮ（0.50≦ｚ≦0.80）であり、
　前記障壁層がｎ型のＡｌbＧａ1-bＮ（ｚ＋0.01≦ｂ≦0.95）であること
を特徴とするIII族窒化物半導体発光素子。
【００１２】
（２）前記障壁層のＡｌ組成比（ｂ）が、b≦z+0.20である、前記（１）に記載のIII族窒
化物半導体発光素子。
【００１３】
（３）前記ＡｌＮガイド層の厚さが０．５ｎｍ以上２．０ｎｍ以下である、前記（１）ま
たは（２）に記載のIII族窒化物半導体発光素子。
【００１４】
（４）前記III族窒化物半導体発光層における前記Ｎ層目の井戸層と、前記ＡｌＮガイド
層とが接する、または、
　前記III族窒化物半導体発光層における前記Ｎ層目の井戸層と、前記ＡｌＮガイド層と
の間に、Ａｌ組成比が前記障壁層以上前記ＡｌＮガイド層未満のファイナルバリア層を有
し、該ファイナルバリア層の厚みが１．５ｎｍ以下である、前記（１）～（３）のいずれ
かに記載のIII族窒化物半導体発光素子。
【００１５】
（５）発光波長が２００～３５０ｎｍのIII族窒化物半導体発光素子の製造方法であって
、
　ｎ型III族窒化物半導体層を形成する第１工程と、
　前記ｎ型III族窒化物半導体層上に障壁層および該障壁層のバンドギャップの小さい井
戸層をこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数である）積層してIII族窒化物半導体発
光層を形成する第２工程と、
　前記III族窒化物半導体発光層上にＡｌＮガイド層を形成する第３工程と、
　前記ＡｌＮガイド層上に電子ブロック層を形成する第４工程と、
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　前記電子ブロック層上にｐ型半導体層を形成する第５工程と、を含み、
　前記電子ブロック層をｐ型のＡｌzＧａ1-zＮ（0.50≦ｚ≦0.80）とし、
　前記障壁層をｎ型のＡｌbＧａ1-bＮ（z+0.01≦b≦0.95）とすること
を特徴とするIII族窒化物半導体発光素子の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、従来よりも優れた発光出力を有するIII族窒化物半導体発光素子を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】従来知られるIII族窒化物半導体発光素子のバンド構造の一部の一例を示す図
である。
【図１Ｂ】従来知られるIII族窒化物半導体発光素子のバンド構造の一部の別の例を示す
図である。
【図２】本発明の一実施形態に従うIII族窒化物半導体発光素子を説明する模式断面図で
ある。
【図３Ａ】本発明に従うIII族窒化物半導体発光素子の一態様のバンド構造の一部を示す
図である。
【図３Ｂ】本発明に従うIII族窒化物半導体発光素子の別の態様のバンド構造の一部を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に従う実施形態の説明に先立ち、以下の点について予め説明する。まず、本明細
書においてＡｌ組成比を明示せずに単に「ＡｌＧａＮ」と表記する場合は、III族元素（
Ａｌ，Ｇａの合計）とＮとの化学組成比が１：１であり、III族元素ＡｌとＧａとの比率
は不定の任意の化合物を意味するものとする。この場合、III族元素であるＩｎについて
の表記がなくとも、III族元素としてのＡｌとＧａに対して５％以内の量のＩｎを含んで
いてもよいこととする。また、単に「ＡｌＮ」または「ＧａＮ」と表記する場合は、それ
ぞれＧａおよびＡｌは組成比に含まれないことを意味するが、単に「ＡｌＧａＮ」と表記
することによって、ＡｌＮまたはＧａＮのいずれかであることを排除するものではない。
なお、Ａｌ組成比の値は、フォトルミネッセンス測定およびＸ線回折測定などによって測
定することができる。
【００１９】
　また、本明細書において、電気的にｐ型として機能するIII族窒化物半導体層をｐ型層
と略称し、電気的にｎ型として機能するIII族窒化物半導体層をｎ型層と略称する場合が
ある。一方、ＭｇやＳｉ等の特定の不純物を意図的には添加しておらず、電気的にｐ型ま
たはｎ型として機能しない場合、「ｉ型」または「アンドープ」と言う。アンドープの層
には、製造過程における不可避的な不純物の混入はあってよく、具体的には、キャリア密
度が小さい（例えば４×１０16／ｃｍ3未満）場合、本明細書において「アンドープ」と
称する。また、ＭｇやＳｉ等の不純物濃度の値は、ＳＩＭＳ分析によるものとする。
【００２０】
　また、エピタキシャル成長により形成される各層の厚さ全体は、光干渉式膜厚測定器を
用いて測定することができる。さらに、各層の厚さのそれぞれは、隣接する各層の組成比
が十分異なる場合（例えばＡｌ組成比が、０．０１以上異なる場合）、透過型電子顕微鏡
による成長層の断面観察から算出できる。また、隣接する層のうち、Ａｌ組成比が同一で
あるか、または、ほぼ等しい（例えば０．０１未満）ものの、不純物濃度の異なる層の境
界および厚さについては、両者の境界ならびに各層の厚さは、ＴＥＭ－ＥＤＳに基づく測
定によるものとする。そして、両者の不純物濃度は、ＳＩＭＳ分析により測定できる。ま
た、超格子構造のように各層の厚さが薄い場合にはＴＥＭ－ＥＤＳを用いて厚さを測定す
ることができる。
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【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、同一の構成要素には
原則として同一の参照番号を付して、説明を省略する。また、各図において、説明の便宜
上、基板および各層の縦横の比率を実際の比率から誇張して示している。
【００２２】
（III族窒化物半導体発光素子）
　図２に示すように、本発明の一実施形態に従うIII族窒化物半導体発光素子１００は、
ｎ型III族窒化物半導体層３０と、障壁層４０ｂおよび、障壁層４０ｂよりもバンドギャ
ップの小さい井戸層４０ｗをこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数である）積層して
なるIII族窒化物半導体発光層４０と、ＡｌＮガイド層５０と、電子ブロック層６０と、
ｐ型III族窒化物半導体層７０と、をこの順に有する。本明細書において、障壁層４０ｂ
のＡｌ組成比をｂ、井戸層４０ｗのＡｌ組成比をｗ、電子ブロック層６０のＡｌ組成比を
ｚと表記する。本発明によるIII族窒化物半導体発光素子１００では、電子ブロック層６
０のＡｌ組成比（ｚ）よりも、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）が大きい。以下、本明細
書においてｎ型III族窒化物半導体層３０を「ｎ型層３０」、III族窒化物半導体発光層４
０を「発光層４０」、ｐ型III族窒化物半導体層７０を「ｐ型層７０」と、それぞれ略記
する。
【００２３】
　図２に示すように、III族窒化物半導体発光素子１００のｎ型層３０を、基板１０の表
面にＡｌＮ層２０が設けられたＡｌＮテンプレート基板上に設けることができる。また、
III族窒化物半導体発光素子１００には、発光層４０、ＡｌＮガイド層５０、電子ブロッ
ク層６０、およびｐ型層７０の一部をエッチング等により除去し、露出したｎ型層３０上
に形成したｎ型電極８０と、ｐ型層７０上に形成したｐ型電極９０とが設けられてもよい
。上記の基板１０、ＡｌＮ層２０、ｎ型電極８０およびｐ型電極９０は従来公知の一般的
なIII族窒化物半導体発光素子による一般的な構成とすることができ、具体的な構成は何
ら限定されるものではない。また、図示しないが、ＡｌＮ層２０とｎ型層３０の間には、
ＡｌＧａＮ層、組成傾斜層および超格子層の1つ以上から選ばれるバッファ層が設けられ
てもよい。
【００２４】
＜ｎ型層＞
　ｎ型層３０は、少なくともＡｌを含むIII族窒化物半導体層であり、III族窒化物半導体
発光素子１００におけるｎ型の半導体層として機能すれば一般的なｎ型半導体層を用いる
ことができる。ｎ型層３０は、例えばＡｌＧａＮ材料からなり、また、III族元素として
のＡｌとＧａに対して５％以内の量のＩｎを含んでいてもよい。ｎ型層３０には、ｎ型の
ドーパント（不純物）がドープされ、ｎ型ドーパントとしては、Ｓｉ，Ｇｅ，Ｓｎ，Ｓ，
Ｏ，Ｔｉ，Ｚｒ等を例示することができる。ドーパント濃度は、ｎ型として機能すること
のできるドーパント濃度であれば特に限定されず、例えば１．０×１０18ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ3～１．０×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3とすることができる。また、ｎ型層３０のＡｌ含
有率は、特に制限はなく、一般的な範囲とすることができる。ｎ型層３０を単層または複
数層からなる構造とする他、III族元素の組成比を結晶成長方向に組成傾斜させた組成傾
斜層や超格子構造を含む構成することもできる。ｎ型層３０は、ｎ側電極とのコンタクト
部を形成するだけでなく、基板から発光層に至るまでに結晶性を高める機能を兼ねること
ができる。
【００２５】
＜ｎ型ガイド層＞
　なお、図２には図示しないが、発光層４０とｎ型層３０との間に、ｎ型ガイド層３５を
設けても良い。ｎ型ガイド層３５はＡｌＧａＮ材料を用いることが好ましく、そのＡｌ組
成比は、前記のｎ型層３０のＡｌ組成比以上、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）以下とす
ることが好ましい。その厚さは３ｎｍ～３０ｎｍとすることができる。また、ｎ型ガイド
層３５には、ｎ型層と同様にｎ型のドーパント（不純物）がドープされことが好ましいが



(6) JP 6766243 B2 2020.10.7

10

20

30

40

50

、そのドーパント量はｎ型層よりも低いことが好ましい。
【００２６】
＜発光層＞
　III族窒化物半導体発光素子１００において、発光層４０がｎ型層３０に続いて設けら
れる。発光層４０は、障壁層４０ｂおよび、障壁層４０ｂよりもバンドギャップの小さい
井戸層４０ｗをこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数である）積層してなる。例えば
、障壁層４０ｂおよび井戸層４０ｗとして、Ａｌ組成比の異なるＡｌＧａＮ材料を用いる
ことができる。障壁層４０ｂおよび井戸層４０ｗは、必要に応じて、Ｉｎ等のIII族元素
を５％以内の組成比で導入し、ＡｌＧａＩｎＮ材料等としてもよいが、III族元素として
はＡｌおよびＧａのみを用いた三元系のＡｌＧａＮ材料とすることがより好ましい。井戸
層４０ｗはｎ型およびｉ型のいずれとしてもよいが、障壁層４０ｂはｎ型とする。電子濃
度が増え、井戸層内の結晶欠陥を補償する効果があるためである。なお、発光層４０は、
障壁層４０ｂおよび井戸層４０ｗを繰り返し形成し、障壁層４０ｂで挟み込んだ一般的な
多重量子井戸（ＭＱＷ：Multiple Quantum Well）構造から、ｐ型の半導体層側の最後の
障壁層を取り除いたものに相当すると言える。
【００２７】
＜＜障壁層および井戸層＞＞
　障壁層４０ｂとしてＡｌbＧａ1-bＮ材料を用い、井戸層４０ｗとしてＡｌwＧａ1-wＮ材
料を用いることができる。障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）を例えば０．５１～０．９５
、より好ましくは０．５３～０．８５とすることができ、井戸層４０ｗのＡｌ組成比（ｗ
）を、例えば０．３０～０．８０（但し、ｗ＜ｂ）とすることができる。また、障壁層４
０ｂおよび井戸層４０ｗのそれぞれの層数Ｎを、例えば１～１０の正の整数とすることが
できる。さらに、障壁層４０ｂの厚みを３ｎｍ～３０ｎｍとすることができ、井戸層４０
ｗの厚みを０．５ｎｍ～５ｎｍとすることができる。
　そして、本発明者は、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）を後述する電子ブロック層のＡ
ｌ組成比（ｚ）よりも大きくし、ｚ＋0.01≦ｂ≦0.95とすることにより、発光出力のさら
なる向上が得られることを見出した。さらに、発光出力向上効果は確実なものとするため
には、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）の上限をｚ＋０．２（ｂ≦ｚ+0.2）とすることが
好ましく、ｚ＋０．１７（ｂ≦ｚ+0.17）とすることがより好ましく、ｚ＋０．１５（ｂ
≦ｚ+0.15）とすることが特に好ましい。障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）をｚ+0.05≦ｂ
≦ｚ+0.15とすることが特に好ましい。
【００２８】
　なお、井戸層４０ｗのＡｌ組成比（ｗ）によって発光する光の中心波長を概ね調整する
ことができる。光の中心波長としては２００～３５０ｎｍとすることができ、２００～３
００ｎｍとすることが好ましく、２７０～２９５ｎｍとすることがより好ましい。例えば
、発光層４０における井戸層４０ｗのＡｌ組成比（ｗ）を０．３５以上とすると、発光層
４０から放射される光の中心波長が３００ｎｍ以下となる。
【００２９】
　ここで、図３Ａ、図３Ｂに本発明による一実施形態に従うIII族窒化物半導体発光素子
１００の伝導帯のバンド構造の態様を示す。前述の従来公知の図１Ｂと対比して、本発明
による特徴的なバンド構造を説明する。図１Ｂの従来例に示すように、電子ブロック層６
０は障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）に対し、例えばＡｌzＧａ1-zＮ材料（ｂ＜ｚ＜１）
のように、障壁層のＡｌ組成比よりも高いＡｌ組成比とすることで、障壁層よりも電子ブ
ロック層のバンドギャップを大きくすることが一般的であった。
　図１Ｂのバンド構造と比べて、本発明の実施形態に従う図３Ａでは、障壁層４０ｂのＡ
ｌ組成比（ｂ）の方が電子ブロック層６０よりもバンドギャップを大きくする構成となっ
ている。すなわち、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）を電子ブロック層６０（詳細は後述
する）のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きくし、ｚ＋0.01≦ｂ≦0.95の関係を満足するように
している。図３Ａは、ｎ型ガイド層３５を障壁層４０ｂと同じバンドギャップとした場合
であり、図３Ｂはｎ型ガイド層３５を障壁層４０ｂとは異なり、ｎ型層３０と同じバンド
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ギャップとした場合である。いずれも、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）を電子ブロック
層６０のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きくしている。
　このような本発明による障壁層と電子ブロック層とでのバンドギャップの大小関係によ
り、従来よりも優れた発光出力を有するIII族窒化物半導体発光素子を実現することがで
きることを本発明者は実験的に確認した。本発明は理論に束縛されるものではないが、こ
うした効果が得られる理由について、本発明者は以下のとおり考えている。まず、ＤＵＶ
－ＬＥＤの材料として使われるＡｌＧａＮ系の半導体材料は比較的大きなバンドギャップ
を有するため、低抵抗化が難しい。特にｐ型のＡｌＧａＮ層ではホール濃度の向上が難し
い。このため、電極部分ではコンタクト抵抗が増大し、素子のデバイス駆動には大きな順
方向電圧Ｖｆが必要となる。一方で、デバイス駆動のために大きな順方向電圧Ｖｆが印加
されるほど、キャリア濃度が高く拡散長も長い電子が、ｐ型電子ブロック層にて比較的容
易にオーバーフローすると考えられる。このとき、電子の注入効率が悪化する分、ＤＵＶ
－ＬＥＤの発光出力が低下する。しかし、障壁層のＡｌ組成を高くすれば電子のオーバー
フローを抑制する効果が得られるため、発光出力が向上すると考えられる。大きな順方向
電圧Ｖｆが必要となる２００～３５０ｎｍの中でも、光の中心波長が３００ｎｍ以下であ
れば、障壁層のＡｌ組成を高くすることによる本発明の効果は特に大きい。一方で、中心
波長が３００ｎｍを超える波長域では、中心波長が３００ｎｍ以下の波長域に比べ、電子
ブロック層のＡｌ組成を低くして設けることができ、電子ブロック層でのホール注入効率
向上の効果が得られやすい。この場合であっても、障壁層４０ｗのＡｌ組成を上げること
によるオーバーフローの抑制効果は有効であり、３００ｎｍ以下の波長域に比べれば小さ
いものの本発明の効果はある。障壁層のＡｌ組成を高くすると、ｐ型電子ブロック層に近
い井戸層への電子濃度が下げられるためだとも考えられる。なお、ｐ型電子ブロック層の
Ａｌ組成を上げることでもオーバーフローを減らせる可能性は考えられるものの、この場
合は結果的にホールの注入を減らす結果となり、光の中心波長が３００ｎｍ以下ではかえ
って逆効果となると推察される。
【００３０】
＜ＡｌＮガイド層＞
　発光層４０に続き、ＡｌＮガイド層５０が発光層４０上に設けられる。ＡｌＮガイド層
５０は、最も好ましくはIII族元素のＡｌ組成比を１００％として形成したＡｌＮからな
る窒化物半導体層である。ただし、他のIII族元素（Ｇａ等）が製造工程中に不可避に混
入した場合や、変質時に発生するガスや変質の進行状況を考慮して、結果としてＡｌ組成
比が９６％～１００％であれば、ＡｌＮガイド層５０に含まれるものとする。ＡｌＮガイ
ド層５０の厚みは０．５ｎｍ以上２．０ｎｍ以下が好ましく、０．７ｎｍ以上１．７ｎｍ
以下がより好ましい。ＡｌＮガイド層５０は、アンドープ（ｉ型）であることが好ましい
が、Ｍｇなどのｐ型ドーパントやＳｉなどのｎ型ドーパントを添加しても構わない。また
、ＡｌＮガイド層５０中の不純物濃度が均一である必要はなく、例えば、発光層４０側と
ｐ型層７０側との間で、不純物濃度が異なっていても良い。ドーパントを添加した際には
ｉ型だけでなく、結果として一部もしくは全体がｐ型化、またはｎ型化してもよい。
【００３１】
　なお、「ｉ型」であるとは、前述のとおり、特定の不純物を意図的には添加していない
層（アンドープ層ともいう）を指す。また、ｐ型層７０よりｐ型ドーパントの拡散があっ
たとしても、特定の不純物を意図的に添加したことにはならない。
【００３２】
＜ファイナルバリア層＞
　ここで、III族窒化物半導体発光素子１００は、発光層４０におけるＡｌＮガイド層５
０側のＮ層目の井戸層４０ｗと、ＡｌＮガイド層５０との間に、バンドギャップが障壁層
４０ｂ以上かつＡｌＮガイド層５０未満のファイナルバリア層を更に有してもよい。ファ
イナルバリア層としてＡｌfＧａ1-fＮ材料を用いる場合、ファイナルバリア層のＡｌ組成
比（ｆ）は、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）に対しｂ≦ｆ≦0.95であることが好ましい。この
場合、ファイナルバリア層の厚みを１．５ｎｍ以下とし、０．１ｎｍ以上１．０ｎｍ以下
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と、従来技術で用いられるファイナルバリア層の厚みよりも非常に薄いことがより好まし
い。前掲の特許文献２に記載されるキャリアガスの変更時における変質によってファイナ
ルバリア層の一部がＡｌＮガイド層となる場合、ファイナルバリア層の厚みが０．１ｎｍ
以上であれば、変質の影響を受けない１原子層が残ることで、Ｎ層目（電子ブロック層６
０側）の井戸層４０ｗの変質を避けることができる。
【００３３】
＜電子ブロック層＞
　続いて、電子ブロック層６０がＡｌＮガイド層５０上に隣接して設けられる。電子ブロ
ック層６０は一般的に、発光層として機能する量子井戸構造（ＭＱＷ）とｐ型層（ｐ型ク
ラッド層またはｐ型コンタクト層）との間に設けることにより、電子を堰止めして、電子
を発光層（ＭＱＷの場合には井戸層）内に注入して、電子の注入効率を高めるための層と
して用いられる。これは、発光層のＡｌ組成比が高い場合には、ｐ型層７０のホール濃度
が低いため、ホールを発光層に注入しにくく、一部の電子がｐ型層７０側に流れてしまう
ところ、電子ブロック層６０を設けることにより、こうした電子の流れを防止することが
できるからである。本実施形態でも、ＡｌＮガイド層５０に隣接して設けられた電子ブロ
ック層６０は、上記したのと同様にｐ型層７０側への電子の流れを防止することができ、
電子の注入効率を高めることができる。
【００３４】
　ところで前述のように、従来、このような電子ブロック層６０は、障壁層４０ｂのＡｌ
組成比（ｂ）に対し、例えばＡｌzＧａ1-zＮ材料（ｂ＜ｚ＜１）のように、障壁層のＡｌ
組成比（ｂ）よりも高いＡｌ組成比（ｚ）とすることが一般的であった。しかしながら、
本発明では、こうした技術常識に反して、電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）を障壁層の
Ａｌ組成比（ｂ）よりも低くするものである。そして、電子ブロック層６０をＡｌzＧａ1

-zＮ（0.5≦ｚ≦0.8）としつつ、障壁層４０ｂのＡｌ組成比（ｂ）よりも低いＡｌ組成比
（ｚ）であって、ｚ＋0.01≦ｂ（すなわち、ｚ≦ｂ－0.01）とすることにより、発光出力
のさらなる向上が得られることを本発明者は見出した。電子ブロック層６０全体の厚みは
、例えば６ｎｍ～６０ｎｍであることが好ましい。なお、電子ブロック層にドープするｐ
型ドーパントについては、後述のｐ型層７０におけるｐ型ドーパントと同様であるが、必
要に応じてｐ型以外のドーパントをドープしてもよく、部分的にアンドープの領域を設け
てもよい。
【００３５】
＜ｐ型層＞
　電子ブロック層６０に続き設けられるｐ型層７０は、正孔を発光層４０に注入できる限
りは、特に限定されず、一般的な構成とすることができ、Ａｌ組成比の異なるＡｌＧａＮ
材料を用いて、ｐ型コンタクト層のみ、または、ｐ型クラッド層およびその上のｐ型コン
タクト層を含む複数層構造としてもよい（詳細を後述する）。また、ｐ型層７０にドープ
するｐ型ドーパントとしては、Ｍｇ，Ｚｎ，Ｃａ，Ｂｅ，Ｍｎ等を例示することができる
。また、ｐ型層７０全体の平均ドーパント濃度は、ｐ型として機能することのできるドー
パント濃度であれば特に限定されず、例えば１．０×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3～５．０
×１０21ａｔｏｍｓ／ｃｍ3とすることができる。
【００３６】
　ｐ型の「クラッド層」のＡｌ組成比は、電子ブロック層のＡｌ組成比よりも０．１を超
えて小さく、ｐ型コンタクト層よりも０．１を超えて大きいものを指すものとする。ｐ型
クラッド層のＡｌ組成比をｙとし、電子ブロック層６０のＡｌ組成比をｚ、ｐ型コンタク
ト層のＡｌ組成比をｘとすると、ｘ＋０．１＜ｙ＜ｚ－０．１である。
【００３７】
　なお、本実施形態に従うIII族窒化物半導体発光素子１００において、ｐ型クラッド層
は任意であり、設けなくてもよく、ｐ型層７０を、ｐ型コンタクト層のみから構成するこ
とが好ましい。なお、ｐ型クラッド層を設けるのであれば、その厚みは、２ｎｍ～３００
ｎｍとすることができる。また、ｐ型コンタクト層の厚みを５ｎｍ以上２００ｎｍ以下と
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することができる。なお、図示しないが、ｐ型コンタクト層は、Ａｌ組成比、ドーパント
種、ドーパント濃度、形成時のキャリアガス種などのいずれか１つまたは複数要素を変え
た、複数層構造（超格子構造を含む）とすることも好ましい。
【００３８】
－具体的態様－
　以下に、図２に示した基板１０、ＡｌＮ層２０、ｎ型電極８０およびｐ型電極９０につ
いてそれらの具体的な態様を例示的に説明するが、これらは種々の変形が可能である。既
述のとおり、本発明に従う実施形態において、図２に示した基板１０、ＡｌＮ層２０、ｎ
型電極８０およびｐ型電極９０は、本発明を何ら限定するものではない。
【００３９】
　III族窒化物半導体発光素子１００の基板１０として、サファイア基板を用いることが
できる。サファイア基板の表面にエピタキシャル成長させたＡｌＮ層２０が設けられたＡ
ｌＮテンプレート基板を用いてもよい。サファイア基板としては、任意のサファイア基板
を用いることができ、オフ角の有無は任意であり、オフ角が設けられている場合の傾斜方
向の結晶軸方位は、ｍ軸方向またはａ軸方向のいずれでもよい。例えば、サファイア基板
の主面を、Ｃ面が０．５度のオフ角θで傾斜した面とすることができる。ＡｌＮテンプレ
ート基板を用いる場合、サファイア基板表面のＡｌＮ層の結晶性が優れていることが好ま
しい。また、ＡｌＮテンプレート基板の表面に、アンドープのＡｌＧａＮ層が設けられて
いることも好ましい。また、基板１０としてＡｌＮ単結晶基板を用いてもよい。
【００４０】
　ｎ型電極８０は、例えばＴｉ含有膜およびこのＴｉ含有膜上に形成されたＡｌ含有膜を
有する金属複合膜とすることができ、その厚み、形状およびサイズは、発光素子の形状お
よびサイズに応じて適宜選択することができる。
【００４１】
　また、ｐ型電極９０についても、例えばＮｉ含有膜およびこのＮｉ含有膜上に形成され
たＡｕ含有膜を有する金属複合膜とすることができ、その厚み、形状およびサイズは、発
光素子の形状およびサイズに応じて適宜選択することができる。
【００４２】
（III族窒化物半導体発光素子の製造方法：第１実施形態）
　次に、本発明に従うIII族窒化物半導体発光素子１００の製造方法の第１実施形態を説
明する。第１実施形態に係る製造方法は、ｎ型III族窒化物半導体層３０（以下、ｎ型層
３０）を形成する第１工程と、ｎ型層３０上に、障壁層４０ｂおよび該障壁層４０ｂより
もバンドギャップの小さい井戸層４０ｗをこの順に交互にＮ層ずつ（但し、Ｎは整数であ
る）積層してIII族窒化物半導体発光層４０（以下、発光層４０）を形成する第２工程と
、発光層４０上に、ＡｌＮガイド層５０を形成する第３工程と、ＡｌＮガイド層５０上に
、電子ブロック層６０を形成する第４工程と、電子ブロック層６０上にｐ型III族窒化物
半導体層７０を形成する第５工程と、を含む。そして、電子ブロック層６０をｐ型のＡｌ

zＧａ1-zＮ（0.50≦ｚ≦0.80）とし、障壁層４０ｂをｎ型のＡｌbＧａ1-bＮ（z+0.01≦b
≦0.95）とすることについては先に述べたとおりであり、本発明による特に特徴的な事項
である。
【００４３】
　ここで、第１実施形態では、上記第３工程において、トリメチルアルミニウムガスおよ
びアンモニアガスからなる原料ガスを用いてＡｌＮガイド層５０をエピタキシャル成長さ
せることができる。
【００４４】
　まず、基板１０としてサファイア基板を用意するのが一般的である。基板１０の表面１
０ＡにＡｌＮ層を形成したＡｌＮテンプレート基板を形成することが好ましく、市販のＡ
ｌＮテンプレート基板を用いてもよい。なお、ＡｌＮ層２０は、例えば、有機金属気相成
長（ＭＯＣＶＤ：Metal Organic Chemical Vapor Deposition）法や分子線エピタキシ（
ＭＢＥ：Molecular Beam Epitaxy）法、スパッタ法などの公知の薄膜成長方法により形成
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することができる。
【００４５】
　ＡｌＮ層２０のＡｌ源としては、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）を用いることがで
きる。また、Ｎ源としては、アンモニア（ＮＨ3）ガスを用いることができる。これらの
原料ガスを、キャリアガスとして水素ガスを用いることにより、ＡｌＮ層２０を形成する
ことができる。
【００４６】
　なお、ＡｌＮ層２０の成長温度は特に限定されないが、１２７０℃以上１３５０℃以下
が好ましく、１２９０℃以上１３３０℃以下がより好ましい。この温度範囲であれば、続
いて熱処理工程を行う場合にＡｌＮ層２０の結晶性を向上することができる。また、チャ
ンバ内の成長圧力については、例えば５Ｔｏｒｒ～２０Ｔｏｒｒとすることができる。よ
り好ましくは、８Ｔｏｒｒ～１５Ｔｏｒｒである。
【００４７】
　また、ＮＨ3ガスなどのV族元素ガスと、ＴＭＡガスなどのIII族元素ガスの成長ガス流
量を元に計算されるIII族元素に対するV族元素のモル比（以降、V/III比と記載する）に
ついては、例えば１３０以上１９０以下とすることができる。より好ましくは１４０以上
１８０以下である。なお、成長温度および成長圧力に応じて最適なV/III比が存在するた
め、成長ガス流量を適宜設定することが好ましい。
【００４８】
　続いて、上述のようにして得られた、例えばサファイアからなる基板１０上のＡｌＮ層
２０に対して、このＡｌＮ層２０の成長温度よりも高温で熱処理を施すことが好ましい。
この熱処理工程は、公知の熱処理炉を用いて行うことができる。かかる熱処理を行うこと
により、ＡｌＮ層２０の（１０－１２）面のＸ線ロッキングカーブの半値幅を４００秒以
下とし、高い結晶性を実現することができる。
【００４９】
　その後、ＡｌＮ層２０上に、アンドープのＡｌＧａＮ層２０’を形成することも好まし
い。Ａｌ源としてＴＭＡ、Ｇａ源としてトリメチルガリウム（ＴＭＧ）、Ｎ源としてＮＨ

3ガスを用いることで、ＡｌＧａＮ材料からなる層を形成することができ、このことは以
下に説明するｎ型層３０、ｎ型ガイド層３５、発光層４０、ファイナルバリア層、ＡｌＮ
ガイド層５０、電子ブロック層６０およびｐ型層７０の形成においても同様である。これ
らの原料ガスを、キャリアガスとして水素ガスもしくは窒素ガスまたは両者の混合ガスを
用いてチャンバ内に供給する。また、ＮＨ3ガスなどのV族元素ガスと、ＴＭＡガスなどの
III族元素ガスの成長ガス流量を元に計算されるV/III比については、例えば１００以上１
０００００以下とすることができる。より好ましくは３００以上３００００以下である。
成長温度および成長圧力に応じて最適なV/III比が存在するため、成長ガス流量を適宜設
定することが好ましいのはＡｌＮ層２０を形成する場合と同様である。
【００５０】
　次に、ｎ型層３０を形成する第１工程を行う。ｎ型層３０は、ＡｌＮ層２０上に形成す
ることができ、アンドープのＡｌＧａＮ層２０’上に形成することが好ましい。ｎ型ドー
パントについては既述のとおりである。
【００５１】
　続いて、発光層４０を形成する第２工程を行う。井戸層４０ｗおよび障壁層４０ｂを形
成する際のＡｌ組成比の調整にあたっては、Ａｌ源の流量とＧａ源の流量の比を適宜変更
すればよい。発光層４０をＡｌＧａＮ材料で形成する場合、成長温度を１０００℃以上１
４００℃以下とすることが好ましく、１０５０℃以上１３５０℃以下とすることがより好
ましい。
【００５２】
　次いで、発光層４０上にＡｌＮガイド層５０を形成する第３工程を行う。第１実施形態
では、本工程において、トリメチルアルミニウムガス（ＴＭＡガス）およびアンモニアガ
ス（ＮＨ3ガス）からなる原料ガスを用いて発光層４０上に直接、ＡｌＮガイド層５０を
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エピタキシャル成長させる。Ｇａ等の他のIII族元素の混入を意図的に排除するため、原
料ガスはトリメチルアルミニウムガス（ＴＭＡガス）およびアンモニアガス（ＮＨ3ガス
）のみからなることが特に好ましい。キャリアガスとしては、窒素を主成分とするキャリ
アガスを用いることが好ましく、窒素ガスを用いることがより好ましい。また、成長温度
を１０００℃以上１４００℃以下とすることが好ましく、１０５０℃以上１３５０℃以下
とすることがより好ましい。成長時間を適宜選択することで、ＡｌＮガイド層５０の厚さ
を０．５ｎｍ以上２．０ｎｍ以下とすることができる。
【００５３】
　次に、ＡｌＮガイド層５０の上に電子ブロック層６０を形成する第４工程を行う。さら
に、電子ブロック層６０上にｐ型層７０を形成する第５工程を行う。既述のとおりｐ型層
７０は、ｐ型コンタクト層のみ、またはｐ型クラッド層およびｐ型コンタクト層を含む複
数層構造としてよい。
【００５４】
　ｐ型層７０を形成するためのドーパントとしては、例えばＭｇまたはＺｎなどから適宜
選択して用いることができ、Ｍｇ源としては、シクロペンタジニエルマグネシウム（ＣＰ

2Ｍｇ）を用いることができ、Ｚｎ源としては、ＺｎＣｌ2を用いることができる。複数の
ドーパントを混合してドープする場合には、ドーパント源の混合ガスをチャンバに供給す
ればよい。
【００５５】
　ここで、電子ブロック層６０をＡｌzＧａ1-zＮ材料で形成する場合、電子ブロック層６
０の形成は、キャリアガスとして水素を主成分とするガスを用いることができる。原料ガ
スは既述のとおりＴＭＡ、ＴＭＧおよびＮＨ3ガスであり、さらにドーパント源のガスを
適宜選択して用いる。なお、キャリアガスとして窒素ガスを用いてＡｌＮガイド層５０の
形成し、キャリアガスとして水素を用いて電子ブロック層６０を形成する場合、キャリア
ガスの切り替えが必要となる。この場合、ＡｌＮガイド層５０を形成後、ＴＭＡガスの供
給を中断し、キャリアガスを窒素から水素に切り替えて２０秒～１分程度経過した後に、
ＴＭＡガスおよびＴＭＧガスを供給して電子ブロック層６０を形成する。
【００５６】
　なお、本明細書において、「水素を主成分とするキャリアガス」とは、キャリアガス全
体の体積に対する水素ガスの体積の比が６０％以上であるキャリアガスを意味している。
より好ましくは８５％以上である。なお、半導体製造用として市販される純度を有するガ
スを用いればよい。「窒素を主成分とするキャリアガス」についても同様の意味である。
なお、ここでのキャリアガスの体積比は、チャンバ内に供給されウェーハ近傍の空間を通
るガスを対象としており、ヒーターやチャンバ内壁のパージを主目的としてウェーハ近傍
の空間を通らずに排気されるガスは含めない。つまり、ヒーターやチャンバ内壁に水素を
大流量流して排気していても、ウェーハ近傍には実質的に窒素を流している場合には、「
窒素を主成分とするキャリアガス」となる。
【００５７】
　また、ｐ型層７０の成長温度としては、Ａｌ組成比にもよるが、１０００℃以上１４０
０℃以下が好ましく、１０５０℃以上１３５０℃以下がより好ましい。また、チャンバ内
の成長圧力については、例えば１０Ｔｏｒｒ～７６０Ｔｏｒｒとすることができる。より
好ましくは、２０Ｔｏｒｒ～３８０Ｔｏｒｒである。ただし、ｐ型層７０のうち、Ａｌ組
成比の小さいｐ型コンタクト層を形成する際の成長温度としては、８００℃以上１４００
℃以下が好ましく、９００℃以上１３００℃以下がより好ましい。また、チャンバ内の成
長圧力については、例えば１０Ｔｏｒｒ～７６０Ｔｏｒｒとすることができ、より好まし
くは、２０Ｔｏｒｒ～６００Ｔｏｒｒである。キャリアガスとしては、既述のとおり水素
ガスもしくは窒素ガスまたは両者の混合ガスを用いることができる。図示しないが、ｐ型
層におけるｐ型コンタクト層を、Ａｌ組成比、ドーパント種、ドーパント濃度、形成時の
キャリアガス種などのいずれか１つまたは複数要素を変えた複数層構造とする場合、Ａｌ
Ｎガイド層５０側のキャリアガスを水素ガスとし、反対側（すなわち、ｐ型電極９０側）
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を窒素ガスとすることもできるし、その逆としてもよい。ｐ型クラッド層を設けてもよい
が、設けない方が好ましいのは、既述のとおりである。
【００５８】
　最後に、発光層４０、ＡｌＮガイド層５０、電子ブロック層６０およびｐ型層７０の一
部をエッチング等により除去し、露出したｎ型層３０上にｎ型電極８０を、ｐ型層７０上
にｐ型電極９０をそれぞれ形成することができる。こうして、本発明の第１実施形態の製
造方法に従い、III族窒化物半導体発光素子１００を作製することができる。
【００５９】
（III族窒化物半導体発光素子の製造方法：第２実施形態）
　第２実施形態では、ＡｌＮガイド層５０を発光層４０上に直接には形成せず、第３工程
において発光層４０上にＡｌ組成比が障壁層４０ｂ以上ＡｌＮガイド層５０未満のＡｌＧ
ａＮ層を形成し、前記ＡｌＧａＮ層の変質によりＡｌＮガイド層５０を形成する以外は第
１実施形態と同様である。電子ブロック層６０を形成する前においてキャリアガスを窒素
から水素へと切り替える際に、第３工程で形成したＡｌＧａＮ層が成長時よりも窒素分圧
の低いキャリアガス雰囲気（例えば水素を主成分とするキャリアガス雰囲気）に晒される
ことにより、表面からＧａが抜けていく変質を生じる。その結果、表面側がＡｌＧａＮ層
からＡｌＮガイド層５０に転じ、発光層側がファイナルバリア層として残存する。ＡｌＧ
ａＮ層の厚さやIII族元素の原料ガスの供給を止めて成長時よりも窒素分圧の低いキャリ
アガス雰囲気に晒される時間によって、前述のＡｌＮガイド層５０やファイナルバリア層
の厚さを制御することができる。
【実施例】
【００６０】
　以下、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に何ら
限定されるものではない。
【００６１】
［実施例１１］
　サファイア基板（直径２インチ、厚さ：４３０μｍ、面方位：（０００１）、ｍ軸方向
オフ角θ：０．５度）を用意した。次いで、ＭＯＣＶＤ法により、上記サファイア基板上
に中心膜厚０．６０μｍ（平均膜厚０．６１μｍ）のＡｌＮ層を成長させ、ＡｌＮテンプ
レート基板とした。その際、ＡｌＮ層の成長温度は１３００℃、チャンバ内の成長圧力は
１０Ｔｏｒｒであり、V/III比が１６３となるようにアンモニアガスとＴＭＡガスの成長
ガス流量を設定した。V族元素ガス（ＮＨ3）の流量は２００ｓｃｃｍ、III族元素ガス（
ＴＭＡ）の流量は５３ｓｃｃｍである。なお、ＡｌＮ層の膜厚については、光干渉式膜厚
測定機（ナノスペックM6100A；ナノメトリックス社製）を用いて、ウェーハ面内の中心を
含む、等間隔に分散させた計２５箇所の膜厚を測定した。
【００６２】
　次いで、上記ＡｌＮテンプレート基板を熱処理炉に導入し、１０Ｐａまで減圧後に窒素
ガスを常圧までパージすることにより炉内を窒素ガス雰囲気とした後に、炉内の温度を昇
温してＡｌＮテンプレート基板に対して熱処理を施した。その際、加熱温度は１６５０℃
、加熱時間は４時間とした。
【００６３】
　続いて、ＭＯＣＶＤ法により、アンドープのＡｌＧａＮ層として、Al組成比０．８５か
ら０．６５まで結晶成長方向に組成傾斜させた厚さ200nmのアンドープＡｌＧａＮ層を形
成した。次に、ｎ型層として、Ａｌ0.65Ｇａ0.35Ｎからなり、Ｓｉドープした厚さ２μｍ
のｎ型層を形成した。なお、ＳＩＭＳ分析の結果、ｎ型層のＳｉ濃度は１．０×１０19ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ3であった。
【００６４】
　続いて、ｎ型層上に、Ａｌ0.65Ｇａ0.35ＮからなりＳｉドープした厚さ２０ｎｍのｎ型
ガイド層を形成し、さらに障壁層として４ｎｍのＡｌ0.70Ｇａ0.30Ｎを形成した。次いで
、Ａｌ0.45Ｇａ0.55Ｎからなる厚さ３ｎｍの井戸層および厚さ４ｎｍのＡｌ0.70Ｇａ0.30
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ｍの井戸層を形成した。すなわち、井戸層の層数および障壁層の層数Ｎは共に３であり、
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は０．７０であり、井戸層のＡｌ組成比（ｗ）は０．４５であ
る。なお、障壁層の形成においてはＳｉをドープした。
【００６５】
　その後、３層目の井戸層上に、窒素ガスをキャリアガスとし、アンドープのＡｌＮガイ
ド層を形成した。ＡｌＮガイド層の厚さは１ｎｍとした。次に、ＴＭＡガスの供給を停止
しつつ、アンモニアガスを供給し続けたままキャリアガスの窒素を止めて水素を供給し、
キャリアガスを水素に変更した後に、III族元素の原料ガスであるＴＭＡガスおよびＴＭ
Ｇガスを再び供給して、Ａｌ0.68Ｇａ0.32Ｎからなり、Ｍｇドープした層さ４０ｎｍの電
子ブロック層を形成した。すなわち、電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であ
り、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その
差（ｂ－ｚ）は０．０２である。
【００６６】
　続いて、キャリアガスを窒素ガスに切り替えた後、ＧａＮからなり、Ｍｇドープした厚
さ１５０ｎｍのｐ型層（ｐ型コンタクト層）を形成した。なお、厚さ１５０ｎｍの内の、
電極に接する厚さ２５ｎｍの領域においては、ＴＭＧガスの流量を減らしてＭｇの存在確
率を上げ、かつ、成長速度を落とすことにより高Ｍｇ濃度の層とした。ＳＩＭＳ分析の結
果、ｐ型電子ブロック層側の厚さ１２５ｎｍ部分のｐ型層のＭｇ濃度は平均で３．０×１
０19ａｔｏｍｓ／ｃｍ3であり、高Ｍｇ濃度とした部分のＭｇ濃度は平均で１．２×１０2

0ａｔｏｍ／ｃｍ3であった。
【００６７】
　その後、ｐ型層の上にマスクを形成してドライエッチングによるメサエッチングを行い
、ｎ型層の一部を露出させた。次いで、ｐ型層上に、Ｎｉ／Ａｕからなるｐ型電極を形成
し、露出したｎ型層上には、Ｔｉ／Ａｌからなるｎ型電極を形成した。なお、ｐ型電極の
うち、Ｎｉの厚みは５０Åであり、Ａｕの厚みは１５００Åである。また、ｎ型電極のう
ち、Ｔｉの厚みは２００Åであり、Ａｌの厚みは１５００Åである。最後に５５０℃でコ
ンタクトアニール（ＲＴＡ）を行って、電極を形成した。
【００６８】
　以上のとおりにして作製したIII族窒化物半導体発光素子の、各層の構成を表１に示す
。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
［実施例１２］
　障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．７１とし、ｎ型ガイド層のＡｌ組成比を０．７１とし
た以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒化物半導体発光素子を作製した。電子ブロッ
ク層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層
のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（ｂ－ｚ）は０．０３である。
【００７１】
［実施例１３］
　障壁層のＡｌ組成比ｂを０．７５とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒化物
半導体発光素子を作製した。電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、障壁
層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（ｂ－
ｚ）は０．０７である。
【００７２】
［実施例１４］
　障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．８０とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒
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化物半導体発光素子を作製した。電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（
ｂ－ｚ）は０．１２である。
【００７３】
［実施例１５］
　障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．８５とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒
化物半導体発光素子を作製した。電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（
ｂ－ｚ）は０．１７である。
【００７４】
［比較例１１］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．６０とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒化
物半導体発光素子を作製した。電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、障
壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも小さく、その差（ｂ
－ｚ）は－０．０８である。
【００７５】
［比較例１２］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．６５とした以外は、実施例１と同様にしてIII族窒化物
半導体発光素子を作製した。電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、障壁
層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも小さく、その差（ｂ－
ｚ）は－０．０３である。
【００７６】
［比較例１３］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．６８とし、ｎ型ガイド層のＡｌ組成比を０．６８とした
以外は、実施例１と同様にしてIII族窒化物半導体発光素子を作製した。電子ブロック層
のＡｌ組成比（ｚ）は０．６８であり、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロック層のＡ
ｌ組成比（ｚ）と同じであるためその差（ｂ－ｚ）は０である。
【００７７】
　実施例１１～実施例１５及び比較例１１～１３ではｐ型電子ブロック層のＡｌ組成比（
ｚ）を０．６８としていたところ、これを０．６３に変更した実験を行った。以下、実施
例２１～２３及び比較例２１に係るIII族窒化物半導体発光素子の作製条件を説明する。
【００７８】
［実施例２１］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．６５とし、電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）を０．６
３とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒化物半導体発光素子を作製した。電子
ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６３であり、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロ
ック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（ｂ－ｚ）は０．０２である。
【００７９】
［実施例２２］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．７５とし、電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）を０．６
３とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒化物半導体発光素子を作製した。電子
ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．７５であり、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロ
ック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（ｂ－ｚ）は０．１２である。
【００８０】
［実施例２３］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．８０とし、電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）を０．６
３とした以外は、実施例１１と同様にしてIII族窒化物半導体発光素子を作製した。電子
ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．８０であり、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロ
ック層のＡｌ組成比（ｚ）よりも大きく、その差（ｂ－ｚ）は０．１７である。
【００８１】
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［比較例２１］
障壁層のＡｌ組成比（ｂ）を０．６０とし、電子ブロック層のＡｌ組成比（ｚ）を０．６
３とした以外は、実施例１と同様にしてIII族窒化物半導体発光素子を作製した。電子ブ
ロック層のＡｌ組成比（ｚ）は０．６３であり、障壁層のＡｌ組成比（ｂ）は電子ブロッ
ク層のＡｌ組成比（ｚ）よりも小さく、その差（ｂ－ｚ）は－０．０３である。
【００８２】
（評価１：各層の厚さとＡｌ組成の評価）
実施例１１～１５，２１～２３、比較例１１～１３，２１のそれぞれに対し、エピタキシ
ャル成長により形成される各層の厚さは、光干渉式膜厚測定器を用いて測定した。
また、障壁層やブロック層を含め各層の厚さが数ｎｍ～数十ｎｍと薄い層は、透過型電子
顕微鏡による各層の断面観察でのＴＥＭ－ＥＤＳを用いて各層厚さとＡｌ組成比を測定し
た。
　また、厚さが十分厚い層（例えば１μｍ以上）については、フォトルミネッセンス測定
による発光波長（バンドギャップエネルギー）から、対象とする層のAl組成比を確認した
。
【００８３】
（評価２：発光出力と発光）
　実施例１１～１５，２１～２３、比較例１１～１３，２１のそれぞれに対し、Siフォト
ダイオード（S1227-1010BQ、浜松ホトニクス社製）を用いて、電流１０ｍＡでの発光出力
を測定した。さらに、ファイバ光学分光器(USB2000+、Ocean Photonics社製)を用いて電
流１０ｍＡでの発光波長も測定した。
【００８４】
　実施例１１～１５，２１～２３、比較例１１～１３，２１に係るIII族窒化物半導体発
光素子の評価を行った結果を、ｎ型ガイド層、障壁層および電子ブロック層のＡｌ組成比
と対比しつつ、表２に示す。
【００８５】
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【表２】

【００８６】
　表２より、障壁層のAl組成比（ｂ）を電子ブロック層のAl組成比（ｚ）より大きくした
場合に、発光出力を増大できることが確認された。
なお、実施例２１～２３および比較例２１は、電子ブロック層のAl組成ｚを０．６３とし
た場合である。電子ブロック層のAl組成ｚが０．６８の場合であり、かつ、ｂ－ｚが同じ
である場合に比べてこれらの発光出力は劣るものの、順方向電圧が低くなるメリットがあ
り、順方向電圧を低くすることが重要な用途ではAl組成ｚを小さくすることが好ましい場
合もある。このように電子ブロック層のAl組成ｚは用途に応じて適宜設定されるが、ｚの
値によらず、ｂ－ｚの値が本発明の範囲となる場合に、発光出力が大きくなる傾向となる
ことが示された。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明によれば、従来よりも優れた発光出力を有するIII族窒化物半導体発光素子を提
供することができるため、有用である。
【符号の説明】



(18) JP 6766243 B2 2020.10.7

10

【００８８】
１０　　基板
１０Ａ　基板の主面
２０　　ＡｌＮ層
３０　　ｎ型層
４０　　発光層
４０ｂ　障壁層
４０ｗ　井戸層
５０　　ＡｌＮガイド層
６０　　電子ブロック層
７０　　ｐ型層
８０　　ｎ型電極
９０　　ｐ型電極
１００　III族窒化物半導体発光素子

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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